
証券コード 4779

平成30年3月7日

株主各位
東京都中央区日本橋一丁目4番1号

ソフトブレーン株式会社
代表取締役社長 豊田 浩文

第26期定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第26期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席いただけない場合は、以下の方法により議決権を行使することが

できますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成３０年３

月２７日（火曜日）午後５時までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげ

ます。

【書面による議決権行使の場合】

　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限まで

に到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

　３頁から５頁までの「議決権の行使等についてのご案内」をご確認いただいたうえ

で、議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議案に対する賛否を

ご入力ください。

敬 具

記

１. 日 時 平成３０年３月２８日（水曜日）午前１０時

※受付開始は午前９時２０分を予定しております。

２. 場 所 東京都千代田区飯田橋一丁目１番１号

ホテルグランドパレス４階 ゴールデンルーム
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３. 目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第26期（平成29年１月１日から平成29年12月31日まで）事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書
類監査結果報告の件

２. 第26期（平成29年１月１日から平成29年12月31日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 取締役の報酬等の額の改定の件
第４号議案 監査役の報酬等の額の改定の件

　
４．招集にあたっての決定事項
　 (1）賛否の表示のない議決権行使書用紙の取扱いについて

各議案について賛否の表示がない議決権行使書用紙が提出された場合は、「賛
成」の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

　 (2）代理人による議決権行使
代理人により議決権を行使される場合は、①代理権を証する書面（委任状）

及び②株主様の議決権行使書用紙、委任状に押印された印鑑の印鑑証明書また
はパスポート、運転免許証もしくは各種健康保険証の写しその他の株主様ご本
人を確認できる書面のご提出が必要となります。

なお、代理人は、当社定款の定めにより、当社の議決権を有する株主様１名
とさせていただきます。

　 (3）議決権の不統一行使に際してのご通知方法について
議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の３日前までに議決権

の不統一行使を行う旨とその理由を当社までご通知下さいますようお願い申し
上げます。

５．議決権の行使等についてのご案内
　３頁から５頁までの「議決権の行使等についてのご案内」をご参照ください。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。株主総会参考書類、事業報告及び計算書類（連結
計算書類を含む）に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を
当社ホームページ（http://www.softbrain.co.jp）に掲載いたしますのでご了承くだ
さい。

以 上
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議決権の行使等についてのご案内

１．株主総会参考書類、事業報告及び計算書類（連結計算書類を含む）の記載事項を

修正する場合の周知方法

　株主総会参考書類、事業報告及び計算書類（連結計算書類を含む）に記載すべき

事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を当社ホームページ

（http://www.softbrain.co.jp）に掲載いたしますのでご了承ください。

２．インターネットによる議決権行使のお手続きについて

　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行

使していただきますようお願い申しあげます。

　当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書用紙）またはインターネットによる議

決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

(1) 議決権行使サイトについて

① インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯

電話（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行

使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによっ

てのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを

休止します。）

※「ｉモード」は(株)ＮＴＴドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国

Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

② パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続に

ファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定

されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定され

ていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用いた

だけない場合もございます。

③ 携帯電話による議決権行使は、ⅰモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれか

のサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通

信及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。

④ インターネットによる議決権行使は、平成30年３月27日（火曜日）の午後５

時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等が

ございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。
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(2) インターネットによる議決権行使方法について

① 議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用

紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画

面の案内に従って賛否をご入力ください。

② 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容

の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮

パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

③ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通

知いたします。

(3) 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

① 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インター

ネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますので

ご了承ください。

② インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行

使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォ

ンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容

を有効とさせていただきます。

(4) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

　議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料

金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パ

ケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの

料金も株主様のご負担となります。

(5) 招集ご通知の受領方法について

　ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領するこ

とができますので、パソコンまたはスマートフォンにより議決権行使サイトでお

手続きください。

(携帯電話ではお手続きできません。また携帯電話のメールアドレスを指定するこ

ともできませんのでご了承ください。)

以 上
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システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

・電話 0120-173-027（受付時間9:00～21:00、通話料無料）
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(提供書面)

事 業 報 告

(平成29年１月１日から
平成29年12月31日まで)

　

１．企業集団の現況
　(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当社グループの当連結会計年度の連結業績は、

売上高 8,091百万円（前連結会計年度比 4.8％増）

営業利益 949百万円（前連結会計年度比 6.4％減）

経常利益 952百万円（前連結会計年度比 6.0％減）

親会社株主に帰属する当期純利益 636百万円（前連結会計年度比 3.2％減）

となりました。

　当期はフィールドマーケティング事業、システム開発事業が減収となったも

のの、eセールスマネージャー関連事業及び出版事業がそれを補い、増収となり

ました。利益面では、eセールスマネージャー関連事業及び出版事業は増益とな

ったものの、フィールドマーケティング事業、システム開発事業の利益減少の

影響により、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益とも減益

となりました。

　各セグメントの業績については、以下のとおりです。
　

１．eセールスマネージャー関連事業

　売上高は4,161百万円（前期比15.4％増）、セグメント利益720百万円（同16.2

％増）となりました。

　売上につきましては、主力製品であるCRM/SFAソフトウェア「eセールスマネ

ージャー」が、大型案件の獲得等により好調に推移いたしました。また、営業

課題にフォーカスしたコンサルティング、スキルトレーニングの需要も根強く、

増収となりました。セグメント利益につきましては、増収により増益となりま

した。
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２．フィールドマーケティング事業

　売上高は3,177百万円（同3.8％減）、セグメント利益233百万円（同37.0％減）

となりました。

　当事業におきましては、更なる成長に向け、これまでの店頭中心から業種や

業務の幅を拡大した「フィールド・クラウドソーシング」という新たな事業コ

ンセプトの下、更なる市場創出に向けた取り組みを行っております。

　売上につきましては、フィールド活動一括受託、派遣事業などのストックビ

ジネスが前年並みの水準で推移したものの、店頭調査等のスポット案件が減少

したことにより減収となりました。セグメント利益につきましては、減収に加

えて、更なる成長に向けて従業員数を増加させたことによる人件費増加等によ

り減益となりました。
　

３．システム開発事業

　売上高は445百万円（同16.4％減）、セグメント利益は22百万円の損失（前期

は7百万円の利益）となりました。

　売上につきましては、一部大型案件の規模縮小の影響により減収となりまし

た。セグメント利益につきましては、売上減少に加え、一部プロジェクトにお

いてソフトウェア開発に係る仕掛品の価値を見直したことにより、セグメント

損失を計上することとなりました。
　

４．出版事業

　売上高は306百万円（同10.5％増）、セグメント利益17百万円（同16.4％増）

となりました。

　売上につきましては、下期の書籍販売が復調したことを背景に増収となりま

した。セグメント利益につきましては、増収により増益となりました。
　

② 設備投資の状況

　当連結会計年度の設備投資総額は415百万円であり、その内主要なものはソフ

トウェア307百万円、建物の取得60百万円及び器具備品の取得49百万円でありま

す。
　

③ 資金調達の状況

　平成29年12月31日現在、金融機関からの借入総額は240百万円であります。
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　(2) 財産及び損益の状況

区分
第 23 期

(平成26年12月期)
第 24 期

(平成27年12月期)
第 25 期

(平成28年12月期)

第 26 期
(当連結会計年度)
(平成29年12月期)

売 上 高(千円) 4,934,788 5,898,257 7,719,107 8,091,161

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(千円) 252,726 373,338 657,634 636,402

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

　(円) 8.64 12.76 22.46 21.71

総 資 産(千円) 4,145,913 4,401,519 5,355,148 5,836,324

純 資 産(千円) 3,011,501 2,867,759 3,568,798 4,084,822

１ 株 当 た り
純 資 産 額

　(円) 89.34 93.60 116.09 132.79

(注)１株当たり当期純利益は自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資
産額は自己株式を控除した期末発行済株式総数に基づき算出しております。

　

　(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　当社の親会社は株式会社スカラで、当社の議決権の50.23％（株式数14,770千

株）を保有しております。当社は親会社との取引はございません。

② 重要な子会社の状況

会社名 資本金
当社の議
決権比率

主要な事業内容

ソフトブレーン・フィールド株式会社 151,499千円 85.6％ フィールド活動業務、マーケットリサーチ

ソフトブレーン・サービス株式会社 77,900千円 98.7％ 営業コンサルティング、営業スキルトレーニング

ソフトブレーン・インテグレーション株式会社 50,175千円 100.0％ iPad等を活用した業務コンサルティング及び教育

ソフトブレーン・オフショア株式会社 90,000千円 100.0％ ソ フ ト ウ ェ ア の 受 託 開 発

株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画 10,000千円 70.0％ ビジネス書籍の企画・編集・発行
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　(4) 対処すべき課題

① ストック・ビジネスの強化による収益安定化

当社グループでは、収益を安定させるためのストック・ビジネスの強化を重

要な課題として認識しております。ｅセールスマネージャーをはじめとするソ

フトウェアのクラウドサービス、ホスティングサービス、サポート（保守）サ

ービスのほか、フィールドマーケティング事業におけるフィールドマーケティ

ング支援コンサルティング、人材派遣事業が当社グループにおける主なストッ

ク・ビジネスであります。

これらの事業・サービスの品質を高め、ストック・ビジネスの比率を高めて

いくことが経営体質の強化のためにも重要であると考えております。

② よりユーザーに支持されるソフトウェア開発と周辺領域への拡大

ｅセールスマネージャーは使い勝手No.1を達成(※)しましたが、ユーザーの

利便性向上のため、マルチデバイス対応（いつでもどこでも使える仕組み）や

分業型AI機能（非コア業務のAI代替）など製品力の更なる強化や周辺領域への

拡大により、継続的にユーザーに支持されるソフトウェアを提供しつづけてい

くことが重要であると考えております。

　※2017年4月株式会社ネオマーケティング調べ

③ 営業の専門的研究機関への進化

マーケティング分野と異なり、営業分野においては体系的・専門的な研究が

ほとんど行われていないのが現状です。よって、営業の専門的研究機関という

側面を強化し「売れる仕組み」を体系的に解明すること、またそれを営業コン

サルティング等のサービスにより広めていくことが当社グループの競争力強化

に大きくつながると考えております。

④ 中堅・中小企業市場の活性化・拡大

　営業支援システムをはじめとした営業課題解決ソリューションの提供は、大

企業及び一部中堅企業にとどまっており、中堅・中小企業へはほとんど普及し

ていないのが現状であります。しかしながら、会計システムと同様に、営業支

援システムも企業活動において不可欠な存在となると考えております。2017年

12月にリリースしたセルフサーブ型CRM/SFA「ｅセールスマネージャーRemix

MS」を中核とし、未開拓の中堅・中小企業市場を活性化し、拡大を図っていく

ことが重要であると考えております。
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⑤ 業種特化ソリューションの開発

　金融業界、製薬業界など特定業界においては、業界特有の法令に沿った機能

の提供、関連システムとの連携などが必須となっており、この要件を満たすた

めに個別開発が必要なケースが多く存在します。そこで、営業人数が多く存在

する業界に対しては、「ｅセールスマネージャーRemix」の設計思想を踏襲しつ

つも業界特有の要件に対応した業種向けパッケージを提供することで、浸透を

図っていくことが重要であると考えております。

⑥ 高品質なサービスオペレーションの維持・拡大

フィールドマーケティング事業においては、お客様にとって大きなコストメ

リットを生む独自のビジネスモデルである訪問単価制による業務を維持・拡大

していくために、キャスト（主婦を中心とする業務従事者）ネットワークの拡

充、高品質なサービスオペレーションの確立・進化により、高い顧客満足度を

維持していくことが何よりも重要であると考えております。

⑦ フィールドクラウドソーシング分野への展開

　フィールドマーケティング事業の中期的な成長のために、フィールドクラウ

ドソーシング（インターネット上でのやり取りで、仕事と仕事をしたい人を効

率よく結びつける新しい雇用形態）分野に展開することで、受託可能な業務範

囲を広げ、顧客企業のマーケティングの支援強化に貢献することが重要と考え

ております。

⑧ 経営管理体制の強化

　上記のような企業活動を展開するにあたり、コーポレート・ガバナンスや財

務報告の適正性確保を含めた経営管理・内部統制システムを強化し、コンプラ

イアンスの徹底に努めていくことが重要であると考えております。
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　(5) 主要な事業内容（平成29年12月31日現在）

　当社グループは、「eセールスマネージャー関連事業」、「フィールドマーケティ

ング事業」、「システム開発事業」及び「出版事業」を行っております。

事業 主要商品

eセールスマネージャー関連事業

営業支援システム（CRM/SFA）のクラウド・ホスティン
グサービス・ライセンス販売、カスタマイズ開発、営
業コンサルティング、営業スキルトレーニング、iPad
等を活用した業務コンサルティング及び教育

フ ィ ー ル ド マ ー ケ テ ィ ン グ 事 業 フィールド活動業務、マーケットリサーチ

シ ス テ ム 開 発 事 業 ソフトウェアの受託開発

出 版 事 業 ビジネス書籍の企画・編集・発行
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　(6) 企業集団の主要拠点等（平成29年12月31日現在）

名称 所在地

ソ フ ト ブ レ ー ン 株 式 会 社 本 社 東京都中央区日本橋一丁目４番１号

ソ フ ト ブ レ ー ン 株 式 会 社 関 西 支 社 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目11番８号

ソ フ ト ブ レ ー ン 株 式 会 社 中 部 支 店 愛知県名古屋市中区錦一丁目20番10号

ソフトブレーン・フィールド株式会社 本社 東京都港区赤坂三丁目５番２号

ソフトブレーン・サービス株式会社 本社 東京都中央区日本橋一丁目４番１号

ソフトブレーン・インテグレーション株式会社 本社 東京都中央区日本橋小舟町13番３号

ソフトブレーン・オフショア株式会社 本社 東京都中央区日本橋一丁目４番１号

株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画 本社 東京都中央区八重洲二丁目７番７号
　

　(7) 使用人の状況（平成29年12月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使用人数 前連結会計年度末比増減

237（739）名 ＋15（＋92）名

(注)1.使用人数は就業員数であり、パート及び派遣社員等の臨時使用人は（ ）内に年間の平均人数
を外数で記載しております。

2.臨時使用人数が、前連結会計年度末に比べ92名増えましたが、これは主にフィールドマーケテ
ィング事業において、ラウンダー人材バンクの派遣社員等が増加したことによるものです。

② 当社の使用人の状況

使用人数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

133（72）名 ＋10（＋23）名 33.8 歳 5.2 年

(注)1.使用人数は就業員数であり、パート及び派遣社員等の臨時使用人は（ ）内に年間の平均人数
を外数で記載しております。

2.臨時使用人数が、前連結会計年度末に比べ23名増えましたが、これは主に事業強化に伴い期中
採用を行ったことによるものです。
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　(8) 主要な借入先の状況（平成29年12月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株式会社三菱東京UFJ銀行 120百万円

株式会社三井住友銀行 50百万円

株式会社みずほ銀行 45百万円

　(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。

　

２．会社の現況
　(1) 株式の状況（平成29年12月31日現在）

① 発行可能株式総数 120,000,000株

② 発行済株式の総数 30,955,000株

③ 株主数 9,029名

④ 大株主（上位10名）

株主名 持株数 持株比率

株式会社スカラ 14,770,000株 50.23％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

1,015,300株 3.45％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口１）

396,700株 1.35％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口２）

363,400株 1.24％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口５）

293,200株 1.00％

七田 真之 252,800株 0.86％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）

234,300株 0.80％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口６）

208,300株 0.71％

ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ ＢＡＮＫ
ＧＴＳ ＣＬＩＥＮＴS ＡＣＣＯＵＮＴ

ＥＳＣＲＯＷ
188,200株 0.64％

ソフトブレーン従業員持株会 168,400株 0.57％
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(注) 1. 当社は自己株式を1,550,000株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式（1,550,000株）を控除して計算しております。
3. 自己株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が、従業

員向け株式交付制度「株式付与ESOP信託」に係る信託財産として保有している当社株式
90,900株は、含んでおりません。

⑤ その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

　(2) 新株予約権等の状況

① 当社役員が保有している新株予約権の状況（平成29年12月31日現在）

　該当事項はありません。

② 当事業年度中に使用人等に対し交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。

　(3) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（平成29年12月31日現在）

会社における地位 氏 名
ふりがな

担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 豊
とよ

　 田
だ

　 浩
ひろ

　 文
ふみ 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画代表取締

役社長

取 締 役 木
きの

　 下
した

　 鉄
てっ

　 平
ぺい

管理本部長、関西支社長

取 締 役 長　
おさ

田　
だ

順　三
じゅん ぞう

本社営業本部長、人材開発室長

取 締 役 加
か

　藤
とう

　 明
あきら

開発・サービス管掌、サービス本部長

常 勤 監 査 役 柳
やぎ

　 沼
ぬま

　 賢
さと

　 司
し

監 査 役 名
な

　 越
こし

　 秀
ひで

　 夫
お

生田・名越・高橋法律特許事務所代表、アミタ
ホールディングス株式会社社外監査役、株式会
社キャピタル・アセット・プランニング社外取
締役、ブリッジ・モーション・トゥモロー株式
会社社外監査役

監 査 役 原
はら

　 田
だ

　 伸
のぶ

　 宏
ひろ

原田公認会計士・税理士事務所所長、有限会社
ビジネスブレイン原田会計代表取締役、株式会
社門井商会会計参与、株式会社アゲル会計参
与、株式会社セイム会計参与

(注) 1. 監査役名越秀夫氏及び原田伸宏氏は、社外監査役であります。
2. 監査役名越秀夫氏及び原田伸宏氏は、株式会社東京証券取引所の規定する独立役員であり

ます。
3. 監査役柳沼賢司氏は、平成12年９月より平成18年８月まで当社にて管理部長・執行役員を

経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 監査役原田伸宏氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお

ります。
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5. 社外取締役を置くことが相当でない理由
　 当社では、第24期株主総会にて社外取締役沖田貴史氏を選任しましたが、辞任により退任

したため、同氏と同様に取締役会などにおいて幅広い経験と知見により経営全般に対し有
用な意見、助言をいただける社外取締役を各種の方法により探してまいりました。その結
果、適任者を得ることができましたので、本株主総会に社外取締役候補者を含む取締役選
任議案を上程しております。

　

② 当事業年度中に退任した取締役

氏 名 退任日 退任事由
退任時の地位

及び重要な兼職状況

沖田 貴史 平成29年４月21日 辞任

社 外 取 締 役、SBI
Ripple Asia 株式会社
代表取締役、SBI大学
院大学特任教授、株式
会社Liquid社外取締役

③ 責任限定契約の内容の概要

　当社は、各社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に

定める最低責任限度額であります。

④ 取締役及び監査役の報酬等の額

　 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取締役 5名 89百万円

（うち社外取締役） (1名) (1百万円)

監査役 3名 14百万円

(うち社外監査役) (2名) (6百万円)

合計 8名 103百万円

(うち社外役員) (3名) (7百万円)

(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成20年３月26日開催の第16期定時株主総会決議において年額120

百万円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成16年３月５日開催の第12期定時株主総会決議において月額２

百万円以内と決議いただいております。

⑤ 社外役員に関する事項

　 イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

１．監査役名越秀夫氏は、生田・名越・高橋法律特許事務所代表、アミタホ
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ールディングス株式会社社外監査役、株式会社キャピタル・アセット・

プランニング社外取締役、ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社

社外監査役であります。当社は、生田・名越・高橋法律特許事務所、ア

ミタホールディングス株式会社、株式会社キャピタル・アセット・プラ

ンニング、並びにブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社との間に

特別の関係はありません。

２．監査役原田伸宏氏は原田公認会計士・税理士事務所所長、有限会社ビジ

ネスブレイン原田会計代表取締役、株式会社門井商会、株式会社アゲル、

並びに株式会社セイム会計参与であります。当社は、原田公認会計士・

税理士事務所、有限会社ビジネスブレイン原田会計、株式会社門井商会、

株式会社アゲル、並びに株式会社セイムとの間に特別の関係はありませ

ん。

　 ロ．当事業年度における主な活動状況

活動状況

監査役 名越 秀夫

当事業年度に開催された取締役会18回のすべてに出席し、また、監

査役会13回すべてに出席し、必要に応じ、弁護士としての専門的見

地から適宜発言を行っております。

監査役 原田 伸宏

当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回に出席し、また、

監査役会13回のうち12回に出席し、必要に応じ、公認会計士として

の専門的見地から適宜発言を行っております。

社外取締役 沖田 貴史

当事業年度に辞任以前開催された取締役会７回のうち７回に出席

し、必要に応じ、経営者としての豊富な経験に基づき、適宜発言を

行っております。
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　(4) 会計監査人の状況

① 名称 ＲＳＭ清和監査法人
（注）清和監査法人は、平成29年7月1日付でＲＳＭ清和監査法人に名称変更しております。

② 報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 18百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

18百万円

(注) 1. 監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた
上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠に
ついて確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の
報酬等の額について同意しております。

2. 当社と会計監査人との監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、合計額を
記載しております。

③ 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査役会は監査役全

員の同意に基づき会計監査人を解任する方針としております。

　また、上記の場合のほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認

められるなど会計監査人として適当でないと判断される場合には、監査役会は

会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案する方針としております。
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　(5) 業務の適正を確保するための体制

　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務並び

に当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための内部統制

システムを整備します。

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社の取締役が職務を執行する上で、法令及び定款に適合し、かつ企業とし

ての社会的責任を果たすことを最重要と位置づけます。当社取締役会・経営会

議等でのコンプライアンスに関する議論等を通じて、全取締役のコンプライア

ンスに対する意識を高め、それに基づいて職務の執行を徹底します。

　当社取締役会は取締役会規程に基づいて運営し、原則として月１回開催しま

す。取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、監査役も出

席し取締役の職務の執行の適法性を監査します。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社の取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、文書管理規

程、内部者取引管理規程等の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各

規程等の見直しを行います。これらの事務については、管理本部管掌取締役が

所管し、運用状況の検証、見直しの経過など、定期的に取締役会に報告します。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、今後発生が予測される様々な企業リスクを回避もしくは最小限に抑

えるべく対応策の基本方針を決定し、事前に適切に準備をします。具体的には、

代表取締役社長及びリスク管理の担当取締役が、当社の経営戦略や経営計画を

策定もしくは意思決定する上で必要とされるリスク情報の洗い出しを行い、取

締役会等で各施策の判断をする際に、その材料として提供をします。その他災

害の発生や役員等が不適正な業務執行を行うことによって当社の経営に重大な

損害を及ぼすリスクを回避もしくは最小限に抑えるための体制を整備します。

　内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査規程に基づいて監

査実施項目及び方法を検討して監査計画を立案し、計画に基づく監査を実施し

ます。内部監査室の監査により法令定款違反が発見された場合、あるいはその

他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は、代表取

締役社長に直ちに報告することとします。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、取締役の職務執行が効率的に行われることの基礎として、取締役会
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を、原則として月１回開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務

執行を監督します。

　当社は経営と業務執行の分離を図るために執行役員制度を導入し、各執行役

員が取締役会の決定方針、監督の下に業務執行を分担することにより、経営の

効率化を図ります。執行役員の業務執行については、取締役会・経営会議にお

いて、業務執行状況の確認・報告等を行い、重要な事項については合議により

意思決定を行います。当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを

確保するために、業務システムの合理化やIT化を推進します。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、コンプライアンス規程を定めるとともに、コンプライアンス・マニ

ュアルや研修等を通じて、使用人が職務を執行する上で、法令及び定款に適合

し、かつ企業としての社会的責任を果たすことを最重要と周知徹底し、法令等

遵守の基本的な就業姿勢を確立します。

　内部監査室により、内部統制システムが有効に機能しているか確認し、使用

人の職務の執行状況を監視します。内部監査室は、その結果について被監査部

門へ報告及び適切な指導をするとともに、代表取締役社長へ報告します。

⑥ 当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(ⅰ)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社は、すべての子会社に当社の取締役及び監査役を取締役及び監査役とし

て派遣し、当社の各子会社の重要事項が、当社から派遣された取締役及び監査

役を通じて当社に報告される体制を構築します。当社は、子会社から、定期

的・継続的に、取締役会議事録、月次決算書類その他子会社の経営内容を的確

に把握するための資料の提出を受け、必要に応じて取締役会に報告します。

　子会社において適時開示事項が発生した場合、取締役会・経営会議等に報告

される体制を構築します。

(ⅱ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の代表取締役社長及びリスク管理の担当取締役は、当社及びその子会社

から成る企業集団の経営戦略や経営計画を策定もしくは意思決定する上で必要

とされるリスク情報の洗い出しを行い、当社の取締役会等で各施策の判断をす

る際に、その材料として提供をします。

当社の子会社を担当する部門は、子会社における損失の危険の発生を把握し

た場合には、速やかにその内容及び当社に対する影響等を、取締役会・経営会
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議等に報告する体制を構築します。

(ⅲ)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社及びその子会社は、子会社における経営計画、重要な投資等の経営に重

要な事項について、子会社と事前に協議するなど、緊密な連携を保ち、企業集

団全体の業績の向上、事業の繁栄を目指します。

当社は、企業集団で共通の会計システムを導入しているほか、子会社との間

で共通のネットワークやファイルサーバを利用し、企業集団間で情報が円滑に

流通する体制を整備します。

(ⅳ)子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、コンプライアンス規程を、当社の子会社の役職員にも適用します。

当社は、当社の子会社の役職員が、業務上、コンプライアンスに関する問題

を認識した場合にCCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー）に直接報告・

相談できるコンプライアンス相談ラインを整備します。

当社は子会社における不適切な取引・会計処理を防止するため、定期的に内

部監査室を子会社へ派遣するほか、必要に応じて管理部門を子会社へ派遣し、

監査を行います。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　当社の監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締

役社長は、その人数、要件、期間及び事由を勘案し、速やかに適任者を選任し

ます。

⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に

対する指示の実効性の確保に関する事項

　当社の監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮・監督の下、監査

役の監査業務をサポートし、当社は、当該使用人の人事異動、評価に関しては、

監査役会の事前の同意を得るものとします。

⑨ 監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　当社の取締役及び使用人は、当社及びその子会社に著しい損害を及ぼすおそ

れのある事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告します。また、常勤監査

役は、重要な意思決定のプロセス及び業務の執行状況を把握するため、取締役

会及び経営会議等の重要な会議に出席するとともに、稟議書等の業務執行に関

する重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役及び使用人にその説明を求め

ることとします。取締役及び使用人は、監査役が報告を要請した事項について
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は、速やかに報告を行います。

　監査役は、会計監査人から会計監査内容について、また、内部監査室から業

務監査内容についての説明を受けるとともに、情報の交換を行うなどの連携を

図ります。

　当社CCOは、コンプライアンス相談ラインで報告・相談された当社及びその子

会社におけるコンプライアンスに関する問題について、必要に応じて、監査役

に報告を行います。

　当社は、監査役に対する報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由と

して不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社において周知

徹底するものとします。

⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基

づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請

求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた

場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社の取締役及び使用人は監査役の監査に対する理解を深め、監査役監査の

環境を整備するよう努めます。

　当社の代表取締役社長は、監査役と定期的な意見交換を行うとともに、監査

役が内部監査室との適切な意思疎通及び効果的な監査業務を実施するための体

制を構築します。

　(6)業務の適正を確保するための体制の運用状況

① 取締役の職務執行

コンプライアンス規程に基づき取締役が法令及び定款に則って行動するよう

に徹底しており、取締役会等を通じて社外取締役から発言が積極的に行われる

機会を設けることで、監督機能を強化しております。なお、当事業年度におい

ては、取締役会は18回開催されております。 また、組織規程に業務分掌、職務

権限を定め、これにより責任の明確化並びに効率的な業務の遂行を図っており

ます。

② 監査役の職務執行

社外監査役を含む監査役は、取締役会への出席及び常勤監査役による経営会

議及びその他の重要会議への出席を通じて、内部統制の整備、運用状況を確認
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しております。また、会計監査人、内部監査室などの内部統制に係る組織と必

要に応じて双方向的な情報交換を実施することで当社の内部統制システム全般

をモニタリングすると共に、より効率的な運用について助言を行っております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(平成29年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

差 入 保 証 金

長 期 滞 留 債 権

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

5,070,578

3,135,773

1,592,257

52,404

53,341

45,927

203,479

△12,606

765,745

137,985

69,117

68,867

461,933

461,018

915

165,826

2,500

143,726

45,606

16,600

3,000

△45,606

流 動 負 債 1,655,962

支払手形及び買掛金 283,280

短 期 借 入 金 100,000

1年内返済予定の長期借入金 56,000

未 払 金 342,314

未 払 役 員 賞 与 28,290

未 払 法 人 税 等 198,716

前 受 金 414,908

賞 与 引 当 金 54,734

返 品 調 整 引 当 金 12,865

そ の 他 164,852

固 定 負 債 95,539

長 期 借 入 金 84,000

株 式 給 付 引 当 金 7,334

そ の 他 4,204

負 債 合 計 1,751,501

純 資 産 の 部

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

非支配株主持分

3,892,719

826,064

367,795

2,950,680

△251,820

192,103

純 資 産 合 計 4,084,822

資 産 合 計 5,836,324 負債・純資産合計 5,836,324
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連 結 損 益 計 算 書

(平成29年１月１日から
平成29年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 8,091,161

売 上 原 価 5,035,189

売 上 総 利 益 3,055,971

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,106,516

営 業 利 益 949,455

営 業 外 収 益 5,922

受 取 利 息 126

補 助 金 収 入 3,179

違 約 金 収 入 1,961

そ の 他 654

営 業 外 費 用 2,788

支 払 利 息 1,328

為 替 差 損 1,139

そ の 他 320

経 常 利 益 952,590

特 別 損 失 11,861

固 定 資 産 除 却 損 7,117

本 社 移 転 費 用 4,744

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 940,728

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 289,671

法 人 税 等 調 整 額 △10,237

当 期 純 利 益 661,295

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 24,892

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 636,402
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連結株主資本等変動計算書

(平成29年１月１日から
平成29年12月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

平 成 29 年 １ 月 １ 日 残 高 826,064 367,795 2,461,302 △253,574 3,401,588

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △147,025 △147,025

親会社株主に帰属する当期純利益 636,402 636,402

自 己 株 式 の 処 分 1,753 1,753

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 - - 489,377 1,753 491,131

平 成 29 年 12 月 31 日 残 高 826,064 367,795 2,950,680 △251,820 3,892,719

非支配株主持分 純資産合計

平 成 29 年 １ 月 １ 日 残 高 167,210 3,568,798

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △147,025

親会社株主に帰属する当期純利益 636,402

自 己 株 式 の 処 分 1,753

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

24,892 24,892

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 24,892 516,023

平 成 29 年 12 月 31 日 残 高 192,103 4,084,822
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等

　(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社 ５社

　子会社５社を連結しております。連結子会社名は、ソフトブレーン・フィールド株式会社、

ソフトブレーン・サービス株式会社、ソフトブレーン・インテグレーション株式会社、ソフト

ブレーン・オフショア株式会社、株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画であります。

　(2) 持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

　(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

　(4) 会計方針に関する事項

　 ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

　 a.その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法

　 b.たな卸資産

商品及び製品 総平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性

の低下による簿価切り下げの方法）

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の

低下による簿価切り下げの方法）

　 ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

a.有形固定資産 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）及び平成28年４月１日以降に取得した建物附

属設備については定額法）によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～18年

工具・器具及び備品 ３～15年

　 b.無形固定資産

市場販売目的のソフトウェア 見込販売期間（３年以内）における見込販売数量に基づく償

却額と、販売可能な残存販売期間に基づく均等配分額を比較

し、いずれか大きい額を計上する方法によっております。

自社利用のソフトウェア 主として社内における利用可能期間（５年）による定額法に

よっております。

　 c.リース資産

　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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　 ③ 重要な引当金の計上基準

a.貸倒引当金 主として売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率法、貸倒懸念債権及び破産更生債権につい

ては財務内容評価法によっております。

b.返品調整引当金 連結子会社である株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画は、

販売した製品の返品による損失に備えて、過去の返品実績を

基にした売買利益相当額を計上しております。

c.賞与引当金 当社及び連結子会社は従業員の賞与にあてるため、当連結会

計年度の負担に属する次回支給見込額を計上しております。

d.株式給付引当金 株式交付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるた

め、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づ

き、計上しております。

　 ④ その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記

　前連結会計年度において区分掲記しておりました「返品調整引当金繰入額」は、金額的重要性

が乏しいため、当連結会計年度より「売上原価」に含めて表示しております。

３．追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月

28日）を当連結事業年度から適用しております

４．連結貸借対照表に関する注記

　(1) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 229,365千円

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

　(1) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 当連結会計年度末における発行済株式数 普通株式 30,955,000株
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　(3) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 1,654千株 -千株 13千株 1,640千株

（注）当連結会計年度末の自己株式の株式数には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が所有し

ている当社株式90,900株を含めております。

　(4) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配 当 額
基準日 効力発生日

平成29年３月30日

定時株主総会
普通株式 147,025千円 ５円 平成28年12月31日 平成29年３月30日

（注）上記の配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が所有する当社株式に

対する配当金（平成29年３月30日定時株主総会決議分523千円）が含まれております。

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
　

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり

配 当 額
基準日 効力発生日

平成30年３月28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 205,835千円 ７円 平成29年12月31日 平成30年３月28日

（注）平成30年３月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与

ESOP信託口）が所有する当社株式に対する配当金636千円が含まれております。
　

６．金融商品に関する注記

　(1) 金融商品に関する事項

　 ① 金融商品に対する方針

当社グループは、営業活動によって獲得した資金をもって事業運営を行うことを原則としてお

ります。一時的な余剰金については、流動性かつ安全性の高い金融商品で運用し、投機的な取

引は行わない方針です。また、資金調達につきましては、銀行等金融機関からの借入による方

針です。

　 ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、原則とし

て１ヶ月以内の回収を基本としております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従

い、取引先ごとの債権管理を行い、回収懸念早期把握や軽減を図っております。

　投資有価証券である株式は、発行体の信用リスクに晒されておりますが、四半期ごとに発行

体の財務状況を把握して管理しております。

　営業債務である買掛金は、原則として１ヶ月以内の支払期日となっております。

　借入金は、短期的な資金需要に係る資金調達であります。なお、グループ各社の必要資金は
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原則として親会社である当社が貸付金又は増資引受により子会社に融通又は供与することとし

ております。

　営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、適時に資金

繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しており

ます。

　(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成29年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 3,135,773 3,135,773 -

(2) 受取手形及び売掛金 1,592,257

貸倒引当金 △12,606

1,579,651 1,579,651 -

(3) 長期滞留債権 45,606

貸倒引当金 △45,606

- - -

　資産計 4,715,425 4,715,425 -

(1) 支払手形及び買掛金 283,280 283,280 -

(2) 短期借入金 100,000 100,000 -

(3) 未払金 342,314 342,314 -

(4) 未払法人税等 198,716 198,716 -

(5) 長期借入金
140,000 139,856 143

　（1年内返済予定の長期借
入金を含む）

　負債計 1,064,312 1,064,168 143

(注) １．金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
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(3) 長期滞留債権
　これらの時価について、担保による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算出している
ため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に
近似しており、当該価額によっております。

負 債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金、(4) 未払法人税等
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。

(5) 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）
　長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）の時価については元利金の合計額を同
様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式（※1） 2,500

差入保証金（※2） 143,726

(※1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること
から時価開示の対象に含めておりません。

(※2) 差入保証金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること
から時価開示の対象に含めておりません。

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 3,135,773 - - -

受取手形及び売掛金 1,592,257 - - -

　(注) 長期滞留債権は償還予定額が見込めないため、記載しておりません。

４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

長期借入金 56,000 84,000 - -
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７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 132円79銭

(2) １株当たり当期純利益 21円71銭

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎

・連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益 636,402千円

・普通株主に帰属しない金額 -千円

・普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 636,402千円

・普通株式の期中平均株式数 29,310,397株

（※）期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、従業員向け株式交付制度「株式付与ESOP信
託」に係る信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）
が所有している当社株式（90,900株）を含めております。また、１株当たり純資産額の算定
上、期末発行済株式数から控除する自己株式数に含めております。

　

８．その他の注記

株式付与ESOP信託制度に関する会計処理方法
　当社は、平成26年４月25日開催の取締役会決議に基づき従業員向け株式交付制度「株式付与ESOP信
託」（以下、「本制度」という。）を平成26年５月15日より導入しております。
　本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社従業員に対して、
当社株式を給付する仕組みであります。当社従業員に対して給付する株式については、予め設定した
信託（以下、「本信託」という。）により将来給付見込分も含めて取得し、信託財産として分別管理し
ております。
　本信託に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関す
る実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成25年12月25日）を適用し、当社と本信託は一体である
とする総額法による会計処理を行っております。
　そのため、本信託の資産及び負債並びに費用及び収益については、当社の連結貸借対照表及び連結
損益計算書に含めて計上しております。
　また、本信託が所有する当社株式は、連結貸借対照表の純資産の部において自己株式として表示し
ております。なお、当連結会計年度末において、本信託が所有する当社株式の帳簿価額は11,635千
円、株式数は90,900株であります。
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貸 借 対 照 表
(平成29年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品

仕 掛 品

短 期 貸 付 金

前 渡 金

前 払 費 用

立 替 金

未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

破 産 更 生 債 権 等

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

2,526,594

1,412,328

41,898

809,110

138

25,986

6,900

36,040

120,607

8,926

41,657

30,415

△7,416

1,322,419

112,031

54,763

57,268

398,560

397,686

873

811,826

629,725

77,721

111,181

3,199

△10,000

流 動 負 債 1,017,037

買 掛 金 98,245

短 期 借 入 金 100,000

1年内返済予定の長期借入金 56,000

未 払 金 96,957

未 払 役 員 賞 与 28,290

未 払 法 人 税 等 154,988

未 払 費 用 29,615

前 受 金 360,301

預 り 金 15,437

賞 与 引 当 金 53,334

そ の 他 23,867

固 定 負 債 95,539

長 期 借 入 金 84,000

株 式 給 付 引 当 金 7,334

そ の 他 4,204

負 債 合 計 1,112,576

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,736,437

資 本 金 826,064

資 本 剰 余 金 616,734

資 本 準 備 金 616,734

利 益 剰 余 金 1,545,459

利 益 準 備 金 2,430

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,543,029

繰 越 利 益 剰 余 金 1,543,029

自 己 株 式 △251,820

純 資 産 合 計 2,736,437

資 産 合 計 3,849,013 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,849,013
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損 益 計 算 書

(平成29年１月１日から
平成29年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 3,706,119

売 上 原 価 1,863,048

売 上 総 利 益 1,843,071

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,262,557

営 業 利 益 580,513

営 業 外 収 益 5,537

受 取 利 息 552

補 助 金 収 入 2,769

違 約 金 収 入 1,961

保 険 解 約 返 戻 金 251

雑 収 入 2

営 業 外 費 用 1,302

支 払 利 息 1,300

雑 損 失 1

経 常 利 益 584,749

特 別 利 益 18,000

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 18,000

特 別 損 失 10,970

固 定 資 産 除 却 損 6,327

本 社 移 転 費 用 4,643

税 引 前 当 期 純 利 益 591,779

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 179,896

法 人 税 等 調 整 額 △1,603

当 期 純 利 益 413,487
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株主資本等変動計算書

(平成29年１月１日から
平成29年12月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

純資産
合 計

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準備金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益
剰余金 利 益

剰余金
合 計

繰越利益
剰 余 金

平成29年１月１日残高 826,064 616,734 616,734 2,430 1,276,567 1,278,997 △253,574 2,468,221 2,468,221

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △147,025 △147,025 △147,025 △147,025

当期純 利益 413,487 413,487 413,487 413,487

自己株式の処分 1,753 1,753 1,753

事 業 年 度 中 の
変 動 額 の 合 計

- - - - 266,462 266,462 1,753 268,215 268,215

平成29年12月31日残高 826,064 616,734 616,734 2,430 1,543,029 1,545,459 △251,820 2,736,437 2,736,437
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社及び関連会社株式 移動平均法に基づく原価法

② その他有価証券

　a.時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　b.時価のないもの 移動平均法に基づく原価法

　(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 総平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性

の低下による簿価切り下げの方法）

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の

低下による簿価切り下げの方法）

　(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）及び平成28年４月１日以降に取得した建物附

属設備については定額法）によっております。

なお、耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～18年

工具器具備品 ３～15年

　 ② 無形固定資産

a.市場販売目的のソフトウェア 市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売期間（３

年以内）における見込販売数量に基づく償却額と、販売可能

な残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大き

い額を計上する方法によっております。

b.自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

　 ③ リース資産

　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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　(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率法、貸倒懸念債権及び破産更生債権については財務

内容評価法によっております。

② 賞与引当金 従業員の賞与にあてるため、当事業年度の負担に属する次回

支給見込額を計上しております。

③ 株式給付引当金 株式交付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるた

め、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき、

計上しております。

　(5) その他計算書類作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月

28日）を当事業年度から適用しております。

　
３．貸借対照表に関する注記

　(1) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 173,431千円

　(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

① 短期金銭債権 24,083千円

② 短期金銭債務 13,988千円

③ 長期金銭債権 77,721千円
　

４．損益計算書に関する注記

　(1) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

　(2) 関係会社との取引高

　 ① 営業取引高

売上高 82,814千円

売上原価 314,837千円

その他の営業取引高 11,738千円
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　 ② 営業取引以外の取引高

営業取引以外の取引（収入分） 537千円

営業取引以外の取引（支出分） -千円
　

５．株主資本等変動計算書に関する注記

　(1) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

　(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 1,654千株 -千株 13千株 1,640千株

（注）当事業年度末の自己株式の株式数には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が所有してい

る当社株式90,900株を含めております。
　

６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産

未払事業税 5,633千円

賞与引当金 16,333千円

貸倒引当金 5,333千円

子会社株式評価減 41,511千円

その他 12,482千円

繰延税金資産小計 81,295千円

評価性引当額 △47,680千円

繰延税金資産合計 33,614千円
　

７．関連当事者との取引に関する注記

　(1) 子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

子会社
株式会社ダイヤモ
ンド・ビジネス企
画

所有
直接 70%

資金の援助
役員の兼任

貸付金の回収
（注２）

16,537
破産更生
債権等

77,721

(注) １．資金の貸付については、市場金利と経営状況を勘案して利率を合理的に決定しております。

２．貸付金の回収は純額で表示しております。

３．株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画への破産更生債権等に対し、10,000千円の貸倒引当金を計上しております。
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８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 93円35銭

(2) １株当たり当期純利益 14円07銭

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎

・損益計算書上の当期純利益 413,487千円

・普通株主に帰属しない金額 -千円

・普通株式に係る当期純利益 413,487千円

・普通株式の期中平均株式数 29,310,397株

（※）期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、従業員向け株式交付制度「株式付与ESOP信託」に係る信託財

産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が所有している当社株式（90,900株）

を含めております。また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式数に含めてお

ります。
　

９．その他の注記

株式付与ESOP信託制度に関する会計処理方法
　当社は、平成26年４月25日開催の取締役会決議に基づき従業員向け株式交付制度「株式付与ESOP信
託」（以下、「本制度」という。）を平成26年５月15日より導入しております。
　本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社従業員に対して、
当社株式を給付する仕組みであります。当社従業員に対して給付する株式については、予め設定した
信託（以下、「本信託」という。）により将来給付見込分も含めて取得し、信託財産として分別管理し
ております。
　本信託に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関す
る実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成25年12月25日）を適用し、当社と本信託は一体である
とする総額法による会計処理を行っております。
　そのため、本信託の資産及び負債並びに費用及び収益については、当社の貸借対照表及び損益計算
書に含めて計上しております。
　また、本信託が所有する当社株式は、貸借対照表の純資産の部において自己株式として表示してお
ります。なお、当事業年度末において、本信託が所有する当社株式の帳簿価額は11,635千円、株式数
は90,900株であります。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成30年２月26日

ソ フ ト ブ レ ー ン 株 式 会 社

　取 締 役 会 御 中

Ｒ Ｓ Ｍ 清 和 監 査 法 人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 大塚 貴史 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 市川 裕之 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ソフトブレーン株式会社の平成29年１月
１日から平成29年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、ソフトブレーン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成30年２月26日

ソ フ ト ブ レ ー ン 株 式 会 社

　取 締 役 会 御 中

Ｒ Ｓ Ｍ 清 和 監 査 法 人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 大塚 貴史 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 市川 裕之 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ソフトブレーン株式会社の平成29
年１月１日から平成29年12月31日までの第26期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成29年１月１日から平成29年12月31日までの第26期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の

上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を

図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監

査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類

等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査い

たしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意

思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け

ました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集

団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条

第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当

該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締

役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、

必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
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③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職

務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第

131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月

28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応

じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書

類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附

属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等

変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

　(１) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職

務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人ＲＳＭ清和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

　(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人ＲＳＭ清和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

　 平成30年２月28日

ソフトブレーン株式会社 監査役会

常勤監査役 柳沼 賢司 ㊞

社外監査役 名越 秀夫 ㊞

社外監査役 原田 伸宏 ㊞
　

以 上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要経営課題の一つとして認識しており、現状の当社及び

当社グループの堅調・好調な業績を踏まえつつ、安定した配当を行うことができるよう努めて参りたい

と考えております。一方で、持続的な企業価値向上と株主還元を実現するためには、安定した継続的な

利益を生み出す事業基盤の確立や積極的な新規事業の展開、資本投下等が必要であるとも考えており、

中長期的な事業方針等も勘案しつつ、内部留保の充実、資金の確保等も考慮したうえで、これらの均衡

を図ることが必要であると考えております。

　上記の基本方針を総合的に勘案いたしまして、１株につき７円の期末配当を実施させていただきたい

と存じます。

　【期末配当に関する事項】

　① 配当財産の種類

　 金銭

　② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　 当社普通株式１株につき 金７円

　 配当総額 金205,835,000円

　③ 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成30年3月29日
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第２号議案 取締役７名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役４名全員の任期が満了いたします。つきましては、経営機能の強化

を図るため取締役３名を増員することとし、取締役７名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当
（重 要 な 兼 職 状 況）

所有する当社の
株 式 数

１
豊田　浩文
とよ だ ひろふみ

(昭和42年６月26日生)

平成３年４月 株式会社三和銀行

(現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行

154,500株

平成７年７月 四谷第一法律事務所入所

平成10年７月 新東京総合法律事務所入所

平成11年12月 当社入社

平成16年７月 当社執行役員

平成19年４月 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画

代表取締役社長（現任）

平成19年７月 当社常務執行役員

平成20年３月 当社専務取締役

平成22年５月 当社代表取締役社長（現任）

２
木下　鉄平
きのした てっぺい

(昭和54年２月９日生)

平成13年４月 当社入社

38,900株

平成20年４月 当社執行役員

平成24年３月 当社取締役（現任）

平成25年１月 当社管理本部長（現任）

平成27年12月 当社関西支社長（現任）

３
長田
お さ だ

　順三
じゅんぞう

(昭和50年２月４日生)

平成９年４月 日本ユニコム株式会社入社

14,100株

平成12年２月 株式会社グッテル入社

平成13年４月 当社入社

平成17年１月 ソフトブレーン・サービス株式会社専務取締役

平成18年10月 株式会社ネットワーク21代表取締役

平成20年11月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社入社

平成22年２月 レイス株式会社入社

平成23年１月 当社入社

平成23年10月 当社執行役員

平成26年３月 当社取締役本社営業本部長（現任）

平成29年７月 人財開発室長（現任）
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候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当
（重 要 な 兼 職 状 況）

所有する当社の
株 式 数

４ 加藤
か と う

　明
あきら

(昭和51年10月17日生)

平成13年４月 当社入社

9,000株
平成24年４月 当社執行役員

平成28年３月 当社取締役（現任）

平成29年７月 開発・サービス管掌、サービス本部長（現任）

※５
大橋　瑞明
おおはし みずあき

(昭和50年４月21日生)

平成13年４月 当社入社

7,200株平成29年１月 当社執行役員営業３部部長（現任）

※６
藤本　凱也
ふじもと よしなり

(昭和22年９月８日生)

昭和45年３月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行

0株

昭和63年11月 同行烏山支店長

平成３年11月 同行川崎支店長

平成６年５月 同行東京営業本部第４部長

平成７年７月 同行東京営業本部第３部長

平成９年４月 同行京橋支店長

平成11年４月 株式会社ライオンズファミリー代表取締役専務

平成12年６月 扶桑レクセル株式会社（現大京株式会社）常務取締役

平成16年６月 同社取締役副社長執行役員

平成20年６月 オークラヤ不動産株式会社代表取締役社長

平成26年６月 同社代表取締役会長

平成27年７月 オフィス藤本代表（現任）

アゼアス株式会社社外取締役（現任）

※７
村上
むらかみ

　章
あきら

(昭和34年８月13日生)

昭和61年７月 株式会社岐阜ナチュラル（現株式会社ナチュラル）入

社

0株

平成11年４月 中小企業診断士登録

平成17年７月 アシストブレインコンサルティング開設

平成24年４月 事業承継コンサルティング株式会社コンサルティング

事業部長

平成27年９月 行政書士登録

平成28年12月 事業承継コンサルティング株式会社取締役（現任）

平成29年３月 実践経営コンサルティング株式会社代表取締役（現任）

(注) １．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．※印は、新任の取締役候補者であります。

３．候補者藤本凱也氏及び候補者村上章氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は候補者藤本凱也氏及び候補者村

上章氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

４．候補者藤本凱也氏及び候補者村上章氏につきましては経営者としての豊富な経験を当社の経営に活かしていただくた

め、社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、当社は社外取締役として有能な人材を迎えること

ができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定め

ており、社外取締役候補者藤本凱也氏及び候補者村上章氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であり

ます。

５．候補者藤本凱也氏及び候補者村上章氏は当社の特定関係事業者の業務執行者ではなく、また過去５年間に当社の特定

関係事業者の業務執行者であったこともありません。

６．候補者藤本凱也氏及び候補者村上章氏は当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定は

なく、また過去２年間に受けていたこともありません。

７．候補者藤本凱也氏及び候補者村上章氏は当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族そ
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の他これに準ずるものではありません。

８．候補者藤本凱也氏及び候補者村上章氏は過去２年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社が

権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

第３号議案 取締役の報酬等の額の改定の件

　平成２０年３月２６日開催の第１６期定時株主総会において、取締役の報酬額は「年額総額１億２，

０００万円以内」として決議いただき今日に至っておりますが、社外取締役の選任やその後の経済情勢

の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を年額１億７，０００万円以内（うち社外

取締役分２，０００万円以内）と改めさせていただきたいと存じます。また、取締役の報酬額には、従

来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものといたしたいと存じます。なお、現在の取

締役は４名でありますが、第２号議案が原案通り承認可決されますと、取締役は７名（うち社外取締役

２名）となります。

第４号議案 監査役の報酬等の額の改定の件

　平成１６年３月５日開催の第１２期定時株主総会において、監査役の報酬額は「月額２００万円以

内」として決議いただき今日に至っておりますが、社外監査役の選任やその後の経済情勢の変化など諸

般の事情を考慮いたしまして、監査役の報酬額を年額３，０００万円以内と改めさせていただきたいと

存じます。なお、本総会終結の時をもって監査役の員数は３名（うち社外監査役２名）となります。

以 上

― 46 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年03月07日 14時45分 $FOLDER; 46ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



〈メ モ 欄〉
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線
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宿
線
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日
本
歯
科
大
学

　

附
属
病
院

日本武道館

北の丸公園 靖国神社

専修大学

東京ドーム

みずほ銀行

九段支店

九段下駅

目白通り

至
王
子

至
池
袋

至
高
田
馬
場

東西線７番口

半蔵門線
新宿線
３ａ・３ｂ番口

ホテル

グランドパレス

首都高速５号線

り
そ
な
銀
行

　

九
段
支
店

至
四
谷

飯田橋駅

東京大神宮

大
神
宮
通
り

東西線

西口

交
番

昭
和
館あ

お
ぞ
ら
銀
行

本
店

千
代
田
区
役
所

←
至
大
手
町

和洋九段女子
中学校高等学校

北の丸スクエア

ＧＳ
ベルサール九段

九段協会
暁星学園中学・高等学校

ル
ー
テ
ル
教
会

至水天宮・岩本町

定時株主総会会場ご案内図

会 場：東京都千代田区飯田橋一丁目１番１号

ホテルグランドパレス ４階 ゴールデンルーム

電 話：(03) 3264－1111（代表）

　

　

＜交通のご案内＞

地下鉄 東西線『九段下駅』７番口より徒歩１分、

地下鉄 半蔵門線・都営新宿線『九段下駅』３a・３ｂ番口より徒歩３分

ＪＲ総武線・地下鉄 有楽町線・南北線・都営大江戸線『飯田橋駅』より徒歩７分

※ご来場に際しましては、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげま

す。
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